
【問い合わせ】久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」
　　　　　　　☎ 987－7051　　FAX 985－5052
　　　　　　　E-mail：honnomori@town.kumejima.okinawa.jp

開館日・イベント等の開催内容を変更する場合があります。ご了承ください。
不明な点・ご質問等ございましたら、「ほんのもり」までお問い合わせください。

開館時間 
平日 10：00～19：00
土日・祝日 10：00～17：00

12月・1月の開館カレンダー

ほんのもり
ホームページ

日 月 火 水 木 金 土

12月の開館カレンダー

■はぴよぴよおはなし会＆読み聞かせ会

休館日
日 月 火 水 木 金 土

1 月の開館カレンダー
休館日

※小学生以下のご利用の場合は、
　保護者同伴でのご来館をお願いします。

久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」からのお知らせです。
当館では、「換気扇の常時稼動」「ゴミ箱の未設置」などを引き続き行ってま
いります。ご理解とご協力をお願いします。

【年末年始の休館日について】

【12月の特設コーナー】　
●クリスマス　●年の瀬（大掃除）　●鍋料理

期間：12月 29日（月）～１月３日（土）

　ほんのもりでは、年末年始の上記の期間は休館いたします。2026年の開館初日は、1月4日（日）です。休館中
の図書返却は、お近くの返却ポストをご利用下さい。

【お正月も本が読みたい！そんなあなたへ！】
◎ ほんのもりで本を借りる！
　 ※０歳から利用者カードが作成できます。１枚のカードにつき３冊２週間借りることができます。
◎ 沖縄県立図書館から借りる！
　 ※ほんのもりを通して沖縄県立図書館の本が借りられます。10冊まで約1か月間貸出ができます。
◎ 久米島町電子図書館を利用する！
　 ※ご自身の携帯・タブレット・パソコンで本が読めます。通信料は利用者様の負担になります。
　　 （ほんのもりの利用者カードをお持ちの方に限ります）　　　　　　　　 久米島町電子図書館

アメリカでも親しま
れているお祝いを楽
しみながら、久米島
ならではのハロウィ
ンの雰囲気を味わえ
ました。仲里小学校
のハロウィン授業に
参加した際、小学生
に「トリック・オア・
トリート」と言われ、
お菓子を渡しながら、子どもの頃を懐かしく思い出し
ました。授業で「スパイダー」や「バンパイア」など、
ハロウィンのモンスターについて、子どもたちが積極
的に英語で話しているのを見て驚きました！また、町
役場に来た保育園児たちのかわいらしい「ハロウィン
ダンス」など、久米島ならではのハ
ロウィンのお祝いも楽しめて、とて
も嬉しかったです。来年も、久米島
でハロウィンを通じて国際交流を楽
しみながら、素敵な思い出を作りた
いと思います。　　　

世界と久米島をつなぐエミリーの 日記世界と久米島をつなぐエミリーの 日記
初めて久米島で過ごしたハロウィン
　アメリカで「秋のお祝い」といえば、ハロウィンです。
元々はアイルランドの「サムヘーン」という収穫祭に
由来し、夏が終わる頃に生きている人の世界と「あの世」
の境界線が薄くなると考えられていました。魔物を追
い払うために仮装したり、焚火で物語を語りあったり
していました。
　ニューヨークで育った私は、ハロウィンはクリスマ
スの次に楽しみにする行事でした。ニューヨーク州は
意外にも農業が盛んで、毎年親戚と一緒にハロウィン
飾りの施された農園に行くのが楽しみでした。アップ
ルサイダーを飲み、ドーナツを食べ、慎重にパンプキ
ンを選ぶのが定番でした。家で顔を掘って「ジャック・
オ・ランタン」を飾るのが、秋の楽しみの一つでした。
　少し大きくなると、「トリック・オア・トリート」を
一番楽しみにするようになりました。好きなキャラク
ターに仮装して、夜に友達と回るのが、大人っぽく感
じていたものです。ハリーポッターのクロークを着て
回った時の、肌寒くも興奮した感覚が今でも鮮明に残っ
ています。
　今年は初めて久米島でハロウィンを過ごしました。

法定調書の提出は　　　　　　で！！法定調書の提出は　　　　　　で！！

〇税務署に行かずに、自宅や事務所などから法定調書を作成・提出。
　法定調書の提出の e-Tax 利用率は 76.6％、約４人に３人が e-Tax を利用
しています！
〇事業主の方が、e-Tax で給与所得の源泉徴収票を提出することで、従業員
の方が所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル連携を利用す
ると、給与所得の源泉徴収票の情報を申告書の該当項目へ自動で入力する
ことができます。
　※従業員の方が国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から
マイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際にご利用になれます。

e-Tax
e-Tax を利用するメリット

●令和６年中に提出した法定調書の枚数が 100 枚以上となった法定調書については、令和８年に提出する法定
調書を e-Tax、クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。
　※100枚以上の判定は、法定調書の種類ごとに行います。

●令和９年１月以降に提出する法定調書については、e-Tax 等による提出義
務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。

●令和７年中に提出する法定調書の枚数が 30 枚以上となった方は、令和９
年に提出する法定調書を e-Tax 等により提出する必要がありますので、
e-Tax 等による法定調書の提出のご準備をお願いします。

法定調書の e-Tax 等による提出義務化について

eLTAXで市区町村と税務署に同時提出

詳しくは、国税庁又は e-Tax
ホームページをご覧ください。

●法定調書の作成
　・提出について

●マイナポータル
　連携で給与所得
　の確定申告が簡
　単に

●法定調書の e-Tax 等による
　提出義務化の概要について

市区町村へ提出

税務署へ提出

「給与支払報告書」
「公的年金等支払報告書」

「給与所得の源泉徴収票」
「公的年金等の源泉徴収票」

●ｅＬＴＡＸを利用することで、
支払報告書の電子申告（eLTAX）用のデータと
源泉徴収票の電子申告（e-Tax）用のデータを
同時に作成し、
支払報告書は、受給者の住所地の市区町村へ
源泉徴収票は、支払者の所轄税務署へ
まとめて提出（送信）することができます。
（ｅＬＴＡＸホームページ）⇒

※e-Tax ソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問合せは
e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ 　 電話番号　0570-01-5901

国税庁 e-Tax キャラクター
イータ君

102025. 12月号　広報くめじま


